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【別紙】                  稲里ふれあい荘 利用料金表 

 

Ⅰ 介護サービス利用料金 ※２割負担、３割負担の場合、下記(  )内の金額となります。 

項    目 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

①サービス利用料 

保
険
給
付
対
象 

６８２円/日 

２割(１.３６４円) 

３割(２.０４６円) 

７５３円/日 

２割(１,５０６円) 

３割(２,２５９円) 

８２８円/日 

２割(1.６５６円) 

３割(２,４８４円) 

９０１円/日 

２割(１,８０２円) 

３割(２,７０３円) 

９７１円/日 

２割(１,９４２円) 

３割(２,９１３円) 

②看護体制加算Ⅰ・Ⅱ 
(Ⅰ)１２円/日 ２割(２４円）・３割(３６円）  (Ⅱ)２３円/日 ２割(４６円)・３割(６９円) 

常勤看護師の配置条件を満たしているため頂戴します。 

③日常生活継続支援加算 

 ４６円/日 ２割(９２円)・３割（１３８円） 

厚生労働大臣が定める施設基準(要介護４以上、経管栄養等の重度

者受入、介護福祉士の配置)を満たしているため、加算されます。 

④栄養マネジメント強化加算 
１１円/日 ２割(２２円)・３割（３３円） 

常勤管理栄養士の配置条件を満たしているため頂戴します。 

⑤科学的介護推進体制加算Ⅰ 
４０円/月 ２割(８０円)・３割(１２０円) 

厚生労働省が介護に関するデータを集計するための加算です。 

⑥介護職員等処遇改善加算Ⅰ 

①～⑤の費用(個別加算対象の方は、下表Ⅱの費用も加えての計算

となります。)に１４％を掛けた金額を頂戴します。 

基準を満たした施設の介護職員処遇改善のための加算です。 

⑦食事に係る負担 

自
己
負
担 

１,４４５円/日 

⑧居室に係る負担 ２,０６６円/日 

⑨濃厚流動食サービス費 
１食１００円（１日３００円） 

※胃ろう注入を行う方で、負担段階が第４段階の方が対象です。 

⑩貴重品の管理費 ３００円/月 

 

Ⅱ 個別加算等 

項    目 費    用 

⑨初期加算 

３０円/日 ２割(６０円)・３割（９０円） 

入居日より３０日間加算。１か月を超える入院の後、再入居され

た場合も、３０日間加算されます。 

⑩療養食加算 

 ６円/１食 ２割(１２円)・３割（１８円） 

糖尿病等食事治療が必要な方で、主治医の食事せんに基づき

療養食が提供された場合に１食あたり加算されます。 

⑪看取り介護加算 

亡くなられた日以前３１～４５日 
７２円/日 

２割(１４４円)・３割（２１６円） 

亡くなられた日以前４～３０日 
１４４円/日 

２割(２８８円)・３割（４３２円） 

亡くなられた日の前日及び前々日 
６８０円/日 

２割(1,360円)・３割（2,040円） 

亡くなられた日 
１,２８０円/日 

２割(2.560円)・３割（3.840円） 

 基準に適合した入居者が、看取り介護を受けた場合、その期間

に応じて加算されます。 
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Ⅲ その他 

項    目 費    用 

①理美容サービス 要した費用の実費をいただきます 

②個別に希望されるメニュー 要した費用の実費をいただきます 

③クラブ活動費 １回の参加につき１００円 

④喫茶 １メニューにつき１００円 

⑤複写物の交付 １枚につき１５円 

⑥日常生活上必要となる諸費用 要した費用の実費をいただきます 

⑦外泊時費用(日額) 
２４６円(６日間を限度) 

外泊、入院時に居室確保のために頂戴します。 

 

Ⅳ 補足給付 

   「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方については、負担限度額を下記の通りにいたします。 

利用者負担段階 第 1段階 第 2段階 第 3段階① 第 3段階② 第４段階 

食事に係る負担（日額） ３００円 ３９０円 ６５０円 １.３６０円 １.４４５円 

居室に係る負担（日額） ８８０円 １.３７０円 ２.０６６円 

 

 

Ⅴ 月額料金【概算】 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

第１段階 ６２,２１６円 ６４,６４５円 ６７,２１０円 ６９,７０６円 ７２,１００円 

第２段階 ６４,９１６円 ６７,３４５円 ６９,９１０円 ７２,４０６円 ７４.８００円 

第３段階① ８７,４１６円 ８９,８４５円 ９２,４１０円 ９４,９０６円 ９７,３００円 

第３段階② １０８,７１６円 １１１,１４５円 １１３,７１０円 １１６,２０６円 １１８,６００円 

第４段階(1割) １３２,１４６円 １３４,５７５円 １３７,１４０円 １３９,６３６円 １４２,０３０円 

第４段階(2割) １５８,６６２円 １６３,５２０円 １６８,６５０円 １７３,６４２円 １７８,４３０円 

第４段階(3割) １８５,１７８円 １９２,４６５円 ２００,１６０円 ２０７,６４８円 ２１４,８３０円 

 

□長野市は地域区分の適用となっているため、サービス利用料(１割負担額)に対し、１単位当たりが 10.14 円で計算

されています。負担割合については、毎年更新（8/1から１年間）の「介護保険負担割合証」で決定されます。 

 

□「介護保険負担限度額認定証」をお持ちの方については、食費及び居住費が証書記載の額に減額されます。 

(上記Ⅳ補足給付の表を参照) 

 

□社会福祉法人等利用者負担減免を受けている方は、介護保険１割負担額、食費及び居住費が証書に記載の減

額率で減額されます。 

 

□上記金額はあくまでも概算の金額(月額料金は３0日で計算)です。実際の請求額に若干の差異が生じることを 

ご承知おきください。 

 

令和６年８月１日改定 


